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お 知 ら せ
２０１０年３月４日

関西国際空港株式会社

代表取締役社長 福島 伸一

今般、当社におきましては、関西国際空港内における「ＰＴＢ３階出国エリア直営免税

店本館南店什器調達」の発注を予定しており、この調達を施工していただく方を公募型複

数者指名競争（価格交渉方式）により決定いたします。本件の競争に参加希望される方を

下記要領により募集いたしますのでお知らせいたします。

記

１．発注案件の概要

（１）調達件名 ＰＴＢ３階出国エリア直営免税店本館南店什器調達

（２）調達場所 関西国際空港内 ３Ｆ出国エリア 直営免税店 本館南店

（３）調達内容 本件は、関西国際空港旅客ターミナルビル３階出国エリアの直営

免税店本館南店に設置する什器を調達するものです。

なお、本件は、現在施工している商業施設改修工事の一部である

ため、改修工事の請負業者および関係機関との調整・連絡を密に行

い、細心の注意と十分な安全管理が必要であります。

（４）調達数量 什器 １式

レジカウンター １式

据付調整 １式

（５）工 期 契約締結の日から２０１０年８月下旬まで

２．発注手続

公募型複数者指名競争（価格交渉方式）

３．応募の資格

競争参加招請者として選定されるためには、単体として、次のすべての条件を満た

すことが必要です。

（１）成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないものでないこと。

(２)当社から指名回避の措置を受けている期間中でないこと。

(３)当社に取引希望を出してない者で、国等機関から指名停止措置を受けている者に

ついては、応募前に当社に問い合わせをし、応募の可否を確認すること。

(４)入札参加者間に、入札の適正さが阻害されると認められる一定の資本関係又は人

的関係等（次の①～③）のある複数の者（以下 「複数の者」とする ）の同一、 。
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入札への参加は認めないこととします。

①資本関係

・親会社と子会社の関係にある場合

・親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

②人的関係

・一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

・一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法又は民事再生法の規定により

選任された管財人を現に兼ねている場合

③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

・①又は②と同視しうる関係が認められる場合

（５）空港又は百貨店において、複数の化粧品ブランド等が入居するフロア又は店舗に

、 （ ）おける 各化粧品メーカー等の什器の製作 メーカー指定製作会社の監理を含む

・設置の実績を有し、当該実績に関し、証明できること。

４．応募書類の提出期限

２０１０年３月１２日（金曜日）午後４時まで

５．応募方法

（１）応募用紙の交付及び応募書類の提出並びに本件発注に関する窓口

（コンタクトポイント）

関西国際空港株式会社 調達部 調達グループ

ＴＥＬ ０７２－４５５－２１２７ ＦＡＸ ０７２－４５５－２０４４

〒５４９－８５０１ 大阪府泉佐野市泉州空港北１番地 関西国際空港会社ﾋﾞﾙ

ただし、郵送により応募用紙の交付を希望される方は、重量２００ｇを郵送する

のに相当する郵便切手を貼付し、宛先を記入した返信用封筒（３１㎝×２２㎝）

を添えてお申し込み下さい。

また、応募書類を郵送でご提出される場合は、担当者のお名刺を２枚同封願いま

す。

（２）交付及び受付期間

２０１０年３月４日（木曜日）から上記４に示す日までの次の時間帯で

行います。

平 日 午前１０時～正午、午後１時～午後４時

なお、土曜日、日曜日及び祝日は取り扱いません。

（３）応募手続きに用いる言語、通貨及び単位

日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法（平成４年 法律第５１号）

（４）応募手続きに必要な書類（①～⑤は所定の応募書類）

当社は、提出された応募書類を本件調達に係る応募者の資格確認の目的以外

には、応募者に無断で使用しません。

①競争参加応募書
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②応募者調査表

③経営規模等総括表

④施工実績に関する書類および当該契約書等の写し

⑤配置予定者の主任（監理）技術者の資格・施工経験

⑥最新２期分の決算報告書

⑦秘密情報に関する契約書（ＮＤＡ）

６．応募者に求められる義務

提出された応募書類の内容に関する当社の照会について説明すること。

７．契約約款及び発注概要書等の閲覧・入手方法

供すると本件に係る契約約款及び発注概要書は、当社の閲覧窓口において閲覧に

ともに、希望者には配布いたします。

８．競争参加招請者の決定方法等

（１）決定方法

３．応募の資格の各条件を全て満たしている方を競争参加招請者とします。

（２）通知の時期及び方法

競争参加招請者と認められた方については、２０１０年４月上旬頃に当社か

ら「競争参加招請通知」及び「仕様書」等の送付により通知します。

なお、競争に招請されなかった方についても書面により通知をします。

（３）仕様書の貸与

競争参加招請者の通知日から、当社の窓口で競争参加招請者の方に限り契約約

款及び仕様書を貸与します。

なお、貸与した仕様書及び仕様書から得る情報については、当社の定めるとこ

ろにより厳重に管理して頂きます。

また、見積期間終了後、貸与した仕様書等は、直ちに回収させて頂きます。

９．契約の相手方の決定方法等

（１）契約の相手方の決定方法

見積書提出日時・場所においては当社に有利な見積書を提示された上位３者

までを選定し、価格交渉の相手方である旨を通知します。なお、価格交渉の相

手方として選定されなかった方に対しては、特段の通知等を行いませんので、

ご承知おき下さい。価格交渉の相手方である方と契約価格、見積内訳書、その

他契約条件について協議し、合意に至れば、契約の相手方とします。

また、次に掲げる場合の一に該当すると当社が判断した場合は、協議の対象

者としない場合があります。

①提出書類に虚偽の記載があるもの。
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②提出期限内に提出されなかったもの。

③見積金額によっては、契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認

められる場合。

④見積金額によっては、契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ

れがあって、著しく不適当と認められる場合。

⑤評価結果に影響を与えるよう、工作が行なわれたもの。

⑥所定の方法以外で、関係者に直接、間接を問わず質疑し、もしくは指導を求め

たもの。

（２）見積合わせ

２０１０年４月中旬頃を予定（当社の都合により変更する場合があります ）。


